
令 和 6 年 度 

復 興 庁 省 庁 別 財 務 書 類 

〔留意事項〕 

・ 本財務書類は、「省庁別財務書類の作成基準」に基づいて作成しております。

・ 省庁別財務書類は、各省庁における財務情報の提供等を目的として一般会計を

各省庁単位で区分し、所管の特別会計を合算し、各省庁に資産や負債が帰属する

と擬制するなどの一定の仮定に基づいて作成するものであり、各省庁が会計的に

独立しているものではない点にご留意ください。

・ 省庁別財務書類を充分理解して頂くため、「省庁別財務書類の作成基準」及び

各省庁の所掌する業務内容等も併せてご覧ください。



貸 借 対 照 表
（単位：百万円）

前会計年度 本会計年度 前会計年度 本会計年度
令和 6年    
     3月31日

令和 7年    
     3月31日

令和 6年    
     3月31日

令和 7年    
     3月31日

( ( ( (
) ) ) )

＜資産の部＞ ＜負債の部＞

現金・預金 未払金157,301 223,078 361 507

未収金 賞与引当金0 - 188 198

前払費用 退職給付引当金0 0 1,907 1,974

その他の債権等 その他の債務等1,715 1,775 42 28

有形固定資産 358 598

国有財産（公共用
財産を除く）

276 528

土地 276 528

物品 負 債 合 計81 69 2,500 2,708

無形固定資産 ＜資産・負債差額の部＞1 1

出資金 資産・負債差額102 107 156,979 222,852

負 債 及 び 資 産 ・
負 債 差 額 合 計資 産 合 計 159,479 225,560 159,479 225,560



業務費用計算書
（単位：百万円）

前会計年度 本会計年度
(自 令和 5年 4月 1日) (自 令和 6年 4月 1日)
(至 令和 6年 3月31日) (至 令和 7年 3月31日)

人件費 2,064 2,116

賞与引当金繰入額 188 198

退職給付引当金繰入額 144 119

補助金等 8,466 9,041

委託費等 4,581 3,869

庁費等 3,678 3,731

その他の経費 120 510

減価償却費 21 24

支払利息 1 1

資産処分損益 △ 0 △ 0

本年度業務費用合計 19,267 19,612



資産・負債差額増減計算書
(単位：百万円)

前会計年度 本会計年度
(自 令和 5年 4月 1日) (自 令和 6年 4月 1日)
(至 令和 6年 3月31日) (至 令和 7年 3月31日)

Ⅰ　前年度末資産・負債差額 218,888 156,979

Ⅱ　本年度業務費用合計 △ 19,267 △ 19,612

Ⅲ　財源 △ 42,260 85,643

　　配賦財源 △ 42,715 85,295

　　自己収入 454 348

Ⅳ　無償所管換等 △ 243 32

Ⅴ　資産評価差額 △ 138 △ 189

Ⅵ　本年度末資産・負債差額 156,979 222,852



区分別収支計算書
(単位：百万円)

前会計年度 本会計年度
(自 令和 5年 4月 1日) (自 令和 6年 4月 1日)
(至 令和 6年 3月31日) (至 令和 7年 3月31日)

Ⅰ　業務収支

１　財源

配賦財源 △ 42,715 85,295

自己収入 511 348

前年度剰余金受入 219,540 157,301

財源合計 177,337 242,944

２　業務支出

(1)業務支出（施設整備支出を除く）

人件費 △ 2,266 △ 2,310

補助金等 △ 8,755 △ 8,899

委託費等 △ 4,581 △ 3,869

出資による支出 △ 100 -

庁費等の支出 △ 3,786 △ 3,812

その他の支出 △ 120 △ 510

業務支出（施設整備支出を除く）合計 △ 19,610 △ 19,403

(2)施設整備支出

土地に係る支出 △ 417 △ 446

施設整備支出合計 △ 417 △ 446

業務支出合計 △ 20,027 △ 19,850

業務収支 157,310 223,094

Ⅱ　財務収支

リース債務の返済による支出 △ 7 △ 14

利息の支払額 △ 1 △ 1

財務収支 △ 8 △ 15

本年度収支 157,301 223,078

翌年度歳入繰入 157,301 223,078

本年度末現金・預金残高 157,301 223,078



注 記 

 

１ 重要な会計方針 

(1) 減価償却の方法等 

有形固定資産 

物品については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に定める耐用年数に基づく、残存価額を

取得原価の 10％とした定額法によっている。なお、残存価額まで到達している物品については、耐用年

数を経過した翌会計年度から 5 年間で備忘価格 1 円まで均等償却を行っている。 

ファイナンス・リース取引に伴うリース物件については、取得価額相当額を資産計上し、リース期間

満了後の残存価額をゼロとした定額法によっている。 

(2) 出資金の評価基準及び評価方法 

市場価格のないもの 

全て「国有財産法」の規定により政府出資等として管理されている出資金であり、会計年度末におけ

る国有財産台帳価格によっている。 

(3) 引当金の計上基準及び算定方法 

① 賞与引当金 

6 月支給分の期末手当及び勤勉手当の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分

（期末手当及び勤勉手当の 6 月支給分の 4/6）を計上している。 

② 退職給付引当金 

退職手当に係る退職給付引当金については、自己都合による期末要支給額を、次の計算方法により

計上している。 

・基本額 … 勤続年数別の職員数 × 平均給与 × 自己都合退職手当支給率 

・調整額 … 「国家公務員退職手当法」第 6 条の 4 に定められた区分別の職員数 × 想定され

る調整月額単価 × 60 ヶ月 

(4) その他財務書類作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。 

 

２ 翌年度以降支出予定額 

(1) 歳出予算の繰越し 

歳出予算の繰越しに係る翌年度の支出予定額 750 百万円 

(2) 国庫債務負担行為 

国庫債務負担行為による翌年度以降に係る支出予定額 3,376 百万円 

 

３ 追加情報 

(1) 出納整理期間 

出納整理期間が設けられており、出納整理期間中の現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計

年度末の計数としている。 

(2) 業務費用計算書における収益の計上 

「資産処分損益」において、有形固定資産の売却益 0 百万円が計上されている。 

 

 

 

 

 

 

 



(3) 表示科目の説明 

① 貸借対照表 

ア 資産の部 

・「現金･預金」には、日本銀行預金を計上している。 

・「未収金」には、前会計年度において、返納金債権を計上している。 

・「前払費用」には、翌年度以降分の自賠責保険の前払保険料を計上している。 

・「その他の債権等」には、東日本大震災復興特別会計において計上している退職給付引当金のうち、

一般会計が負担する退職給付引当金相当額を計上している。 

・「国有財産（公共用財産を除く）」には、国有財産台帳価格を計上している。 

・「土地」には、福島国際研究教育機構に係る用地を計上している。 

・「物品」には、取得価格（見積価格）が 50 万円以上の物品及びファイナンス・リース取引に伴う

リース物件について、取得価格（見積価格）から減価償却費相当額を控除した後の価額で計上し

ている。 

・「無形固定資産」には、電話加入権を取得価格で計上している。 

 ・「出資金」には、国有財産として管理されている政府出資のうち、政策目的をもって保有している

ものを計上している。 

イ 負債の部 

・「未払金」には、利子補給金、消費税等及び児童手当に係る未払額を計上している。 

・「賞与引当金」には、6 月支給の期末手当及び勤勉手当に係る本会計年度分を計上している。 

・「退職給付引当金」には、退職手当に係る引当金を計上している。 

・「その他の債務等」には、ファイナンス・リース取引に伴うリース債務額を計上している。 

② 業務費用計算書 

・「人件費」には、決算書の使途別分類が「人件費」に該当するもののうち職員等に係るもの（職員の

手当及び非常勤職員の手当等）及び決算書の使途別分類が「補助費･委託費」に該当するもののうち

国家公務員共済組合負担金として支出した額に、児童手当の未払金や退職手当及び賞与に関する引

当金の発生主義による調整を行ったものを計上している。 

・「賞与引当金繰入額」には、6 月支給の期末手当及び勤勉手当の支給見込額のうち当該年度に帰属す

る部分を計上している。 

・「退職給付引当金繰入額」には、退職給付引当金への繰入額を計上している。 

・「補助金等」には、決算書の使途別分類が「補助費・委託費」に該当するもののうち、「補助金等に

係る予算の執行の適正化に関する法律」第 2 条第 1 項で規定する補助金等に該当するものを計上し

ている。 

・「委託費等」には、委託費を計上している。 

・「庁費等」には、決算書の使途別分類が「物件費」に該当するもののうち、他の科目で計上されてい

ないものであって資産計上されていないものを計上している。 

・「その他の経費」には、決算書の使途別分類が「旅費」及び「その他」に該当するもの並びに単独の

科目で表示するには金額の少ないもの等を計上している。 

・「減価償却費」には、有形固定資産に係る減価償却費を計上している。 

・「支払利息」には、ファイナンス・リース取引に関して発生した利息を計上している。 

・「資産処分損益」には、有形固定資産の処分による除売却損益を計上している。 

③ 資産･負債差額増減計算書 

・「前年度末資産・負債差額」には、前年度の貸借対照表の「資産･負債差額」の額を計上している。 

・「本年度業務費用合計」には、業務費用計算書の「本年度業務費用合計」の額を計上している。 

・「配賦財源」には、共管官庁別の支出済歳出額と共管官庁別の収納済歳入額との差額を計上している。 

・「自己収入」には、雑収入を計上している。 

・「無償所管換等」には、定員変動による退職給付引当金及び賞与引当金の引継等に伴う資産・負債差



額の増減、過年度の退職給付引当金についての誤謬修正による負債差額を計上している。 

・「資産評価差額」には、出資金の評価差額（強制評価減に係るものを除く）及び国有財産の台帳価格

の改定に伴う評価差額を計上している。 

・「本年度末資産・負債差額」には、本年度の貸借対照表の「資産・負債差額」の額を計上している。 

④ 区分別収支計算書 

ア 業務収支 

・「配賦財源」には、共管官庁別の支出済歳出額と共管官庁別の収納済歳入額との差額を計上してい

る。 

・「自己収入」には、雑収入を計上している。 

・「前年度剰余金受入」には、前年度剰余金を計上している。 

・「人件費」には、決算書の使途別分類が「人件費」に該当するもののうち職員等に係るもの（職員

の手当及び非常勤職員の手当等）及び決算書の使途別分類が「補助費･委託費」に該当するものの

うち国家公務員共済組合負担金として支出した額を計上している。 

・「補助金等」には、決算書の使途別分類が「補助費・委託費」に該当するもののうち、「補助金等

に係る予算の執行の適正化に関する法律」第 2 条第 1 項で規定する補助金等に該当する支出額を

計上している。 

・「委託費等」には、委託費を計上している。 

・「出資による支出」には、前会計年度において、福島国際研究教育機構への出資に係る支出を計上

している。 

・「庁費等の支出」には、決算書の使途別分類が「物件費」に該当する支出のうち、他の科目で計上

されていないものを計上している。 

・「その他の支出」には、決算書の使途別分類が「旅費」及び「その他」に該当する支出並びに単独

の科目で表示するには金額の少ないもの等を計上している。 

・「土地に係る支出」には、福島国際研究教育機構用地の土地の取得に係る支出を計上している。 

・「業務収支」には、財源合計から業務支出合計を控除した額を計上している。 

   イ 財務収支 

・「リース債務の返済による支出」には、リース債務の返済に係る支出を計上している。 

・「利息の支払額」には、ファイナンス・リース取引に関して発生した利息に係る支出を計上してい

る。 

   ウ 本年度収支以下の区分 

・「本年度収支」には、業務収支と財務収支を合計した額を計上している。 

・「翌年度歳入繰入」には、「本年度収支」を計上している。 

・「本年度末現金・預金残高」には、「翌年度歳入繰入」を計上している。計上額は、貸借対照表の

「現金・預金」と一致する。 

(4) その他省庁別財務書類の内容を理解するために特に必要と考えられる情報 

① 百万円未満切り捨てのため、合計が一致しないことがある。 

② 百万円未満の計数がある場合には「0」で表示し、該当計数が皆無の場合には「-」で表示している。 

③ 重要な会計処理の誤謬の修正 

前会計年度の貸借対照表における「退職給付引当金」の計上に誤りがあったため、本会計年度にお

いて修正を行っている。この修正により、本会計年度の貸借対照表において、「退職給付引当金」が 13

百万円減少し、資産・負債差額増減計算書において、「無償所管換等」が 13 百万円増加している。 



附属明細書 

１ 貸借対照表の内容に関する明細 

(1) 資産項目の明細 

① 現金・預金の明細 

 

 

② その他の債権等の明細 

 

  

（単位：百万円）

内容 本年度末残高

政府預金（日本銀行預金） 223,078

合計 223,078

（単位：百万円）

債権の種類 相手先 本年度末残高 債権の内容等

会計検査院一般会計が負担す
る退職給付引当金相当額

会計検査院一般会計 5
東日本大震災復興特別会計において計上して
いる退職給付引当金のうち、会計検査院一般
会計が負担する退職給付引当金相当額

内閣一般会計が負担する退職
給付引当金相当額

内閣一般会計 38
東日本大震災復興特別会計において計上して
いる退職給付引当金のうち、内閣一般会計が
負担する退職給付引当金相当額

内閣府一般会計が負担する退
職給付引当金相当額

内閣府一般会計 147
東日本大震災復興特別会計において計上して
いる退職給付引当金のうち、内閣府一般会計
が負担する退職給付引当金相当額

総務省一般会計が負担する退
職給付引当金相当額

総務省一般会計 156
東日本大震災復興特別会計において計上して
いる退職給付引当金のうち、総務省一般会計
が負担する退職給付引当金相当額

法務省一般会計が負担する退
職給付引当金相当額

法務省一般会計 8
東日本大震災復興特別会計において計上して
いる退職給付引当金のうち、法務省一般会計
が負担する退職給付引当金相当額

外務省一般会計が負担する退
職給付引当金相当額

外務省一般会計 16
東日本大震災復興特別会計において計上して
いる退職給付引当金のうち、外務省一般会計
が負担する退職給付引当金相当額

財務省一般会計が負担する退
職給付引当金相当額

財務省一般会計 164
東日本大震災復興特別会計において計上して
いる退職給付引当金のうち、財務省一般会計
が負担する退職給付引当金相当額

文部科学省一般会計が負担す
る退職給付引当金相当額

文部科学省一般会計 73
東日本大震災復興特別会計において計上して
いる退職給付引当金のうち、文部科学省一般
会計が負担する退職給付引当金相当額

厚生労働省一般会計が負担す
る退職給付引当金相当額

厚生労働省一般会計 161
東日本大震災復興特別会計において計上して
いる退職給付引当金のうち、厚生労働省一般
会計が負担する退職給付引当金相当額

農林水産省一般会計が負担す
る退職給付引当金相当額

農林水産省一般会計 305
東日本大震災復興特別会計において計上して
いる退職給付引当金のうち、農林水産省一般
会計が負担する退職給付引当金相当額

経済産業省一般会計が負担す
る退職給付引当金相当額

経済産業省一般会計 181
東日本大震災復興特別会計において計上して
いる退職給付引当金のうち、経済産業省一般
会計が負担する退職給付引当金相当額

国土交通省一般会計が負担す
る退職給付引当金相当額

国土交通省一般会計 484
東日本大震災復興特別会計において計上して
いる退職給付引当金のうち、国土交通省一般
会計が負担する退職給付引当金相当額

環境省一般会計が負担する退
職給付引当金相当額

環境省一般会計 6
東日本大震災復興特別会計において計上して
いる退職給付引当金のうち、環境省一般会計
が負担する退職給付引当金相当額

防衛省一般会計が負担する退
職給付引当金相当額

防衛省一般会計 24
東日本大震災復興特別会計において計上して
いる退職給付引当金のうち、防衛省一般会計
が負担する退職給付引当金相当額

合計 1,775



③ 固定資産の明細 

 

 

④ 出資金の明細 

 ア 出資金の増減の明細 

 

 

 イ 市場価格のない出資金の純資産額等の明細 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

区分 前年度末残高 本年度増加額 本年度減少額
本年度

減価償却額
評価差額

(本年度発生分)
本年度末残高

（有形固定資産）

国有財産（公共用財産を除く） 276 446 - - △ 194 528

　行政財産 276 446 - - △ 194 528

　　土地 276 446 - - △ 194 528

物品 81 12 0 24 - 69

物品 42 12 0 11 - 42

リース物件 39 - - 13 - 26

小計 358 459 0 24 △ 194 598

（無形固定資産）

電話加入権 1 - - - - 1

小計 1 - - - - 1

合計 359 459 0 24 △ 194 599

（単位：百万円）

法人名等 前年度末残高
評価差額の

戻入
本年度増加額 本年度減少額

評価差額（本
年度発生分）

強制評価減 本年度末残高

○特殊法人

福島国際研究教育機構 102 △ 2 - - 7 - 107

合計 102 △ 2 - - 7 - 107

(単位：百万円）

出資先
資産
(A)

負債
(B)

純資産額
(C=A-B)

資本金
(D)

特別会計からの
出資累計額

(E)

出資割合
(F=E/D) %

純資産額に
よる算出額
(G=C×F)

貸借対照表計上
額（国有財産台

帳価格）
使用財務諸表

○特殊法人

福島国際研究教育機構 9,607 9,500 107 100 100 100.00% 107 107 法定財務諸表

合計 9,607 9,500 107 100 100 107 107



(2) 負債項目の明細 

① 未払金の明細 

 

 

② 退職給付引当金の明細 

 

 

③ その他の債務等の明細 

 

 

 

（単位：百万円）

内容 相手先 本年度末残高

復興特区支援利子補給金 民間団体 491

消費税等 税務署 13

２・３月分児童手当 職員 2

合計 507

（単位：百万円）

区分 前年度末残高 本年度取崩額 本年度増加額 本年度末残高

退職手当に係る引当金 1,907 307 374 1,974

合計 1,907 307 374 1,974

（注）退職手当に係る引当金の本年度増加額374百万円のうち、255百万円は、一般会計から東日本大
震災復興特別会計に職員が異動したことによる増加額であり、本年度取崩額307百万円のうち、211百
万円は、東日本大震災復興特別会計から一般会計等に職員が異動したことによる減少額である。

（単位：百万円）

債務の種類 相手先 本年度末残高

リース債務 民間法人 28

合計 28



２ 業務費用計算書の内容に関する明細 

(1) 補助金等の明細 

 

 

(2) 委託費等の明細 

 

 

（単位：百万円）

名称 相手先 金額 支出目的

福島再生加速化交付金 地方公共団体 3,768

原子力災害からの復興・再生
を図るため地方公共団体が行
う福島再生加速化事業に要す
る費用に充てるための交付金

被災者支援総合交付金 地方公共団体等 2,953

避難生活の長期化や災害公営
住宅への移転など、被災者の
支援を図るため地方公共団体
等が行う被災者支援総合事業
に要する費用に充てるための
交付金

新産業創出等研究開発推進事
業費補助金

福島国際研究教育機構 1,900

原子力災害からの復興・再生
を図るため福島国際研究教育
機構が行う新産業創出等研究
開発等業務に要する費用の補
助

復興特区支援利子補給金 民間団体 418

産業・生業の再生を図るため
「東日本大震災復興特別区域
法」第44条に規定する復興特
区支援貸付事業を行う指定金
融機関が、認定復興推進計画
に定められた事業を行うのに
必要な資金の貸付けについて
の利子補給

合計 9,041 　

（単位：百万円）

名称 相手先 金額 支出目的

福島生活環境整備・帰還再
生加速事業委託費

地方公共団体 3,869

原子力災害からの復興・再生を図るため「福
島復興再生特別措置法」第17条に基づき住民
の生活環境の改善に資するため、国の避難指
示に起因して機能低下した公共施設・公益的
施設について、市町村からの要請に基づき機
能回復を行うための地方公共団体への委託

合計 3,869



３ 資産・負債差額増減計算書の内容に関する明細 

(1) 財源の明細 

① 他省庁への財源の配賦の明細 

 
 

② 特別会計の財源の明細 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

（単位：百万円）

支出済歳出額(A) 収納済歳入額(B) 差引額(B-A)

内閣 14 5 △ 9

内閣府 6,767 1,130 △ 5,636

総務省 57,092 - △ 57,092

法務省 42 0 △ 42

財務省 165,385 485,056 319,671

文部科学省 11,541 3,604 △ 7,937

厚生労働省 9,973 273 △ 9,700

農林水産省 48,479 2,226 △ 46,252

経済産業省 28,015 31,163 3,147

国土交通省 66,942 6,747 △ 60,194

環境省 150,903 100,245 △ 50,657

防衛省 - 0 0

合計 545,158 630,453 85,295

（注）本明細は、東日本大震災復興特別会計において、復興庁が共管官庁に配賦した財源である。

（単位：百万円）

特別会計 区分 財務内容 金額

東日本大震災復興特別会計 自己収入 その他の財源 348

合計 348



(2) 無償所管換等の明細 

 

 

(3) 資産評価差額の明細 

 

 

（単位：百万円）

区分 相手先 金額 資産等の内容 所管換等の理由 備考

内閣府一般会計 △ 1 賞与引当金 定員変動に伴う所管換

総務省一般会計 △ 1 賞与引当金 定員変動に伴う所管換

法務省一般会計 △ 0 賞与引当金 定員変動に伴う所管換

財務省一般会計 △ 1 賞与引当金 定員変動に伴う所管換

文部科学省一般会計 △ 0 賞与引当金 定員変動に伴う所管換

農林水産省一般会計 △ 1 賞与引当金 定員変動に伴う所管換

経済産業省一般会計 △ 0 賞与引当金 定員変動に伴う所管換

国土交通省一般会計 △ 3 賞与引当金 定員変動に伴う所管換

防衛省一般会計 △ 0 賞与引当金 定員変動に伴う所管換

小計 △ 11

内閣府一般会計 1 賞与引当金 定員変動に伴う所管換

総務省一般会計 0 賞与引当金 定員変動に伴う所管換

法務省一般会計 0 賞与引当金 定員変動に伴う所管換

財務省一般会計 0 賞与引当金 定員変動に伴う所管換

文部科学省一般会計 1 賞与引当金 定員変動に伴う所管換

厚生労働省一般会計 0 賞与引当金 定員変動に伴う所管換

農林水産省一般会計 1 賞与引当金 定員変動に伴う所管換

経済産業省一般会計 0 賞与引当金 定員変動に伴う所管換

国土交通省一般会計 5 賞与引当金 定員変動に伴う所管換

防衛省一般会計 0 賞与引当金 定員変動に伴う所管換

内閣府一般会計 5 退職給付引当金 定員変動に伴う所管換

総務省一般会計 1 退職給付引当金 定員変動に伴う所管換

法務省一般会計 3 退職給付引当金 定員変動に伴う所管換

財務省一般会計 0 退職給付引当金 定員変動に伴う所管換

文部科学省一般会計 △ 2 退職給付引当金 定員変動に伴う所管換

厚生労働省一般会計 7 退職給付引当金 定員変動に伴う所管換

農林水産省一般会計 1 退職給付引当金 定員変動に伴う所管換

経済産業省一般会計 △ 2 退職給付引当金 定員変動に伴う所管換

国土交通省一般会計 1 退職給付引当金 定員変動に伴う所管換

小計 30

誤謬修正 13 退職給付引当金 報告誤り

小計 13

32

財産の無償所管換等
（受）

合計

財産の無償所管換等
（渡）

（単位：百万円）

区分 評価差額の戻入 本年度発生額 本年度増減額 評価差額の発生原因

有形固定資産

国有財産（公共用財産を除く） - △ 194 △ 194

　行政財産 - △ 194 △ 194

　　土地 - △ 194 △ 194
国有財産台帳の価格改定に伴
う評価差額

出資金 △ 2 7 4

　（市場価格のないもの） △ 2 7 4
国有財産台帳の価格改定に伴
う評価差額

合計 △ 2 △ 187 △ 189



４ 区分別収支計算書の内容に関する明細 

財源の明細 

(1) 他省庁への財源の配賦の明細 

 
   

(2) 特別会計の収入の明細 

 

   

（単位：百万円）

支出済歳出額(A) 収納済歳入額(B) 差引額(B-A)

内閣 14 5 △ 9

内閣府 6,767 1,130 △ 5,636

総務省 57,092 - △ 57,092

法務省 42 0 △ 42

財務省 165,385 485,056 319,671

文部科学省 11,541 3,604 △ 7,937

厚生労働省 9,973 273 △ 9,700

農林水産省 48,479 2,226 △ 46,252

経済産業省 28,015 31,163 3,147

国土交通省 66,942 6,747 △ 60,194

環境省 150,903 100,245 △ 50,657

防衛省 - 0 0

合計 545,158 630,453 85,295

（注）本明細は、東日本大震災復興特別会計において、復興庁が共管官庁に配賦した財源である。

（単位：百万円）

特別会計 区分 財務内容 金額

東日本大震災復興特別会計 自己収入 その他の収入 348

合計 348



参考情報 

 

１ 復興庁の所掌する業務の概要 

(1)  「東日本大震災復興基本法」（平成 23 年法律第 76 号）第 2 条の基本理念にのっとり、東日本大震災

（平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害

をいう。以下同じ。）からの復興に関する内閣の事務を内閣官房とともに助けること。  

(2) 「東日本大震災復興基本法」第 2 条の基本理念にのっとり、主体的かつ一体的に行うべき東日本大震

災からの復興に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ること。  

 

２ 復興庁の組織及び定員 

(1) 組織図（令和 6 年度末現在） 

 
 

(2) 定員（令和 6 年度予算定員） 

一般会計の予算定員は措置されていない。東日本大震災復興特別会計の予算定員は 221 名である。 

 

３ 令和 6 年度歳入歳出決算の概要 

収納済歳入額：1,576 億円 

支出済歳出額：198 億円 

剰余金：1,377 億円 

 

４ 公債関連情報 

   一般会計の公債の発行・管理は財務省の所掌する業務であるため、公債及び利払費等については財務

省に計上されている。しかし、各省庁の業務実施の財源の一部は公債で調達されていることから、各省

庁の負担と考えられる公債関連の計数を複数の仮定計算に基づき算定し、公債関連情報として開示して

いる。仮定計算に基づく数字であるため、各省庁の省庁別財務書類に負債計上するものではない。 

 

 

※ 1　復興庁に副大臣2人を置くほか、他の府省の副大臣の職を占める者をもって充てられる副大臣を置くことができる。
※ 2　復興庁に大臣政務官を置くことができる。大臣政務官は、他の府省の大臣政務官の職を占める者をもって充てる。
※ 3　復興庁に特に必要がある場合においては、大臣補佐官を1人置くことができる。
※ 4　副大臣又は大臣政務官が各復興局を担当する。

（※４）　　　　　

復　興　庁 （本庁は東京）

仙台支所

気仙沼支所

富岡支所

内 閣 総 理 大 臣

復 興 大 臣

（※１） 

大 臣 政 務 官
（※２） 

副 大 臣

大 臣 補 佐 官 （福島市） 

（※３） 

  　帰還・移住等環境
  　整備センター

復 興 推 進 会 議
（ 閣 僚 級 会 合 ）
復 興 推 進 委 員 会
（ 有 識 者 会 合 ）

宮古支所

福 島 復 興 局

盛岡支所岩 手 復 興 局
（※４）　　　 （釜石市）　

浪江支所

宮 城 復 興 局
（※４）　　　　　 (石巻市）



 ① 財務省において計上されている会計年度末の公債残高、当該年度に発行した公債額（借換債を除く。）

及び当該年度の利払費は以下のとおりである。 

・会計年度末の公債残高                     10,488,516 億円 

  ・当該年度に発行した公債額                     371,389 億円 

  ・当該年度の利払費                           68,626 億円 

 

 ② 財務省において計上されている①の計数を公債発行対象経費及び歳出決算額の累計額等を基礎として

各省庁に配分を行った場合、当省に配分される額は以下のとおりである。 

・会計年度末の公債残高のうち当省配分額          4,693 億円 

  ・当該年度に発行した公債額のうち当省配分額           - 億円 

 ・当該年度の利払費のうち当省配分額                   31 億円 
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